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吸収合併に係る事前開示書面 

（会社法第 794 条 1 項及び会社法施行規則第 191 条に定める事前開示書類） 

  令和７年 6 月 24 日 

株式会社ユカリア 

代表取締役 三沢英生 

株式会社ユカリア（以下「当社」といいます。）とスマートスキャン株式会社（以下「吸

収合併消滅会社」といいます。）は、当社と吸収合併消滅会社との間で令和 7 年 6 月

16 日付けで締結された合併契約書に基づき、同年 8 月 1 日を効力発生日として吸収

合併（以下「本件合併」といいます。）を行うことを決定いたしました。 

本件合併に関し、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に定める

事項は、以下のとおりです。 

1. 吸収合併契約（会社法第 794 条第 1 項）

別紙 1 のとおりです。 

2. 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 1 号）

本件合併に際しては、吸収合併消滅会社の株主に対して、当社の株式その他の

金銭等の交付及び割当てを行いませんが、当社は吸収合併消滅会社の発行済

株式の全部を所有していることから、相当であると判断しております。 

3. 吸収合併に係る新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行

規則第 191 条第 2 号）

該当事項はありません。 

4. 吸収合併消滅会社に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 3 号）

(1) 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容
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別紙 2 のとおりです。 

 

(2) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時

計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、

重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の

有無及びその内容 

 

該当事項はありません。 

 

5. 当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の有無及びその内容（会社

法施行規則第 191 条第 5 号イ） 

 

①  資本金の額の減少 

 

当社は、2025 年 3 月 27 日開催の第 20 回定時株主総会における議案「資

本金の額の減少の件」の承認決議に基づき、同月 28 日付で資本金の額

2,022,558,040 円を 1,922,558,040 円減少し、その減少額全額をその他資

本剰余金に振り替えております。 

 

②  株式会社ゼロメディカルの株式取得（完全子会社化） 

 

当社は、2025 年 4 月 25 日に株式会社ゼロメディカルの株式譲渡契約を締

結し、同年 5 月 30 日に完全子会社化いたしました。当該株式の取得の詳

細については、当社の同年 4 月 25 日付け適時開示「株式会社ゼロメディカ

ルの株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

③  株式会社メディステップの株式取得（子会社化） 

 

当社は、2025 年 5 月 15 日に株式会社メディステップの株式譲渡契約を締 
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結し、同年 6 月 2 日に子会社化いたしました。当該株式の取得の詳細につ

いては、当社の同年 5 月 15 日付け適時開示「株式会社メディステップの株

式取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

④  株式会社エピグノの株式取得（子会社化） 

 

当社は、2025 年 6 月 5 日に株式会社エピグノの株式譲渡契約を締結し、

同年 7 月 1 日を株式譲渡実行予定日として子会社化することといたしまし

た。当該株式の取得の詳細については、当社の同年 6 月 5 日付け適時開

示「株式会社エピグノの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

 

6. 吸収合併の効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する

事項（会社法施行規則第 191 条第 6 号） 

 

本件合併の効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見

込まれます。また、本件合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況に

ついて、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりま

せん。したがって、本件合併後における当社の債務について履行の見込みがあ

るものと判断いたします。 

 

7. 本書面備置開始日後本件合併が効力を生ずる日までの間に上記各事項につい

て生じた変更の内容（会社法施行規則第 191 条第 7 号） 

 

事前開示の開始日以降に上記各事項に変更が生じたときは、直ちに開示いたし

ます。 

以上 
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事 業 報 告 
 

自 2024 年  1月 1日 
至 2024 年 12月31日 

 

１. 当社の現況に関する事項 

１－１. 事業の経過及びその成果 

当事業年度におけるわが国経済は、コロナ禍の収束に伴い経済活動の正常化が進み、全体としては

内需主導で緩やかに回復し、好調な企業収益を起点に、物価の伸びを上回る賃上げや将来を見据えた

設備投資等の前向きな支出が広がり、経済の好循環実現に向かいつつある環境となりました。予防医

療におきましては、健康を維持し、疾病を予防するための取り組みとしてますます重要性が増してい

ます。これらのトレンドは、人々の健康意識の高まりや、医療技術の進歩、ライフスタイルの変化な

どの要因によって推進されており、今後もさらなる成長と変革が期待されています。 

このような状況の中、当社は、「病気にならない世界を作る」という経営理念のもと、予防医療の充

実化による市民健康の向上を目指し事業に取り組んでおります。これまで「脳ドック」健診は各医療

施設で提供されてきましたが、高額な検査料、健診にかかる拘束時間の長さが足かせとなり、気軽な

受診ができる環境とは言えませんでした。当社が提供する「スマート脳ドック」健診は、インターネ

ット技術の活用やＭＲＩ機器を脳ドック検査に集中させることによる稼働率の向上を図ることで、受

診者が受けやすい価格と、施設での拘束時間が30分以内という短時間を実現させております。また、

このスマート脳ドックの仕組みを、全国のＭＲＩを保有する医療施設に導入することで、ＭＲＩの低

稼働を課題に掲げる施設の収益改善につなげるとともに、施設周辺の市民に脳ドックを受けやすい環

境を提供しています。 

2024年度末でスマート脳ドック健診を受診できる全国の施設数は順調に増加し、その施設数は41都

道府県240施設となり、年間のスマート脳ドック受診数も約19,000件となりました。 

当社は民事再生手続申立(2023年5月2日開始決定)を行い、株式会社ユカリアがスポンサーとなり、

2023年12月18日付けで、同社の傘下においてスマート脳ドック運営事業およびMRIシェアリングエコノ

ミーサービス事業の再生を目指し、ユカリアグループにおける予防医療領域の事業の一角を担い、再

スタートを切ることとなりました。 

ユカリアグループの一員として、過去に投資した資産の売却や営業の共同化の推進を実施した結果、

当事業年度は単月決算における営業利益の黒字化が恒常的に達成できる状態となりました。 

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高264,775千円、営業利益9,342千円、経常損失4,471

千円、当期純損失263,674千円となりました。 

 

１－２． 主要な借入先及び残高 

借入先 借入残高 

株式会社ユカリア 120,000千円 

 

 

  



3 

 

 

１－３． 対処すべき課題 

     当社の課題は以下のとおりであります。 

① 脳ドック健診の受診者数増加 

既存施設のスマート脳ドック受診者数増加にむけ、引き続き法人への営業を強化してまいりま

す。 

② スマート脳ドック健診の提供施設拡大 

多くの方々にスマート脳ドック健診を提供できるよう、全国エリアで受診可能な施設を開拓して

まいります。 

③ 情報セキュリティーの強化 

インターネット技術を駆使したサービスであることを自覚し、情報漏洩リスク管理の徹底、セキ

ュリティー強化を改めて意識して取り組んでまいります。 

 

１－４． 当該事業年度の末日における主要な事業内容 

① 予約ポータルサイトである「スマート脳ドックサイト」の運営 

② 低稼働な高度医療機器（MRI/CT）の空き枠を活用したMRIシェアリングエコノミー事業の

運営 

 

２． 株式に関する事項 

① 発行可能株式総数            600株 

② 発行済株式の総数          600株（自己株式 -） 

③ 当事業年度末の株主数               1名 

 

２－１．大株主 

株主の氏名又は名称 持株数 所有割合 

株式会社ユカリア 600株 100％ 

 

 

３． 当社の会社役員に関する事項 

会社における地位 氏   名 重要な兼職の状況 

代表取締役 古川 淳 
株式会社ユカリア 代表取締役 

株式会社ストラクト 代表取締役 

 

 

 

 

 

本事業報告中の記載数字の金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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貸 借 対 照 表 

   

スマートスキャン株式会社 2024 年  12 月 31 日 現在 (単位：千円) 
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損 益 計 算 書 

 自  2024 年  1 月 23 日  

スマートスキャン株式会社 至  2024 年 12 月 31 日 (単位：千円) 
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スマートスキャン株式会社 

個別注記表 

 

自 2024年  1月  1日 

至 2024年 12月 31日 

 

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領に拠って作成しています。 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

    主に定率法（ただし2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法）を採用して 

います。 

無形固定資産 

    定額法を採用しています。 

 

3. 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計 

上しております。 

 

II. 株主資本等変動計算書に関する注記 

１． 当事業年度の末日における発行済株式の数             600株 

 

 

 

 

スマートスキャン株式会社 


